
農業分野における雇用に関するリスク管理研修会 

～就業規則とリスク管理～ 

 
１ 目 的 

本県農業において、地域をけん引する農業経営体への農地集積が加速しており、

その結果、経営規模拡大に伴う雇用導入を行う経営体も増加しています。 
雇用導入により、経営規模の拡大や多角化が実現できる一方で、雇用者との  

トラブル等が発生すると、経営への大きなリスクとなることが懸念されることから、

労使間のルールとしての就業規則の整備が重要です。 
そのため、本研修会において、農業分野における適切な就業規則の作成について

学び、安定的な雇用の確保と定着に資するものとします。 
 
２ 主 催  千葉県 
 
３ 対象者  既に雇用を導入している農業者、営農指導担当者等 
 
４ 日 時  令和６年３月５日（火）１３時３０分～１６時００分 
 
５ 会 場  県農林総合研究センター 大会議室 
 

６ 内 容   

（１）講   義 （仮）雇用に関するリスクを回避し、経営を発展させるために必要

となる就業規則の作成、見直しについて  
         講師：あらき社労士事務所 社会保険労務士 荒木 孝夫 氏 
（２）個別相談 １回３０分 
 
７ 申 込 

（１）定  員：講義 50 名、個別相談 4 名 ※申込先着順 

（２）申込期限：令和６年２月 26 日（月） 

（３）申込方法：以下の方法にてお申込みください。 
 

〇ちば電子申請サービスによる申込方法 

   右の二次元バーコード、または以下の URL にアクセスし、 

お申し込みください。 
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=28198   

※ちば電子申請サービストップ画面の手続き一覧から【［3月5日開催］農業分野における

雇用に関するリスク管理研修会の参加申し込みフォーム】を選択すると申込可能です。 
 

〇メールによる申込方法 

① 名前、②法人名・農園名、③所在地（市町村名）、④電話番号、⑤個別 

相談希望の有無を記載のうえ、千葉県庁担い手支援課(担当青木) 

ninaite06@mz.pref.chiba.lg.jp へ送付ください。 

※ 上記の方法でお申込みができない場合は、千葉県庁担い手支援課(担当青木、

電話番号 043-223-2905)宛てに御連絡ください。 
 

８ その他   
本研修会は、公益社団法人千葉県園芸協会が運営します（令和５年度の千葉県に

おける農業経営・就農支援センターに係る就農サポート活動等業務委託）。 


